
共同住宅料金制度の計算例

現行の料金制度

水道使用料 件数 口径 水量 単価

　○基本料金 1件 40㎜ 4,320円 4,320 円

　○従量料金（超過1） 1件 40㎜ 0～20m3 100円 100 円 × 20 m3 = 2,000 円

　○従量料金（超過2） 1件 40㎜ 21～100m3 125円 125 円 × 80 m3 = 10,000 円

　○従量料金（超過3） 1件 40㎜ 101～500m3 135円 135 円 × 300 m3 = 40,500 円

　○消費税（8％） 4,545 円

料金合計額 円

共同住宅料金制度

水道使用料 件数 口径 水量 単価 料金

　○基本料金

　　　契約メーター 1件 40㎜ 4,320円 4,320 円

　　　各戸引き込み 6件 13㎜ 0～5m3 600円 600 円 × 6 件 = 3,600 円

　○従量料金（超過1）

　　　契約メーター 1件 40㎜ 0～20m3 100円 100 円 × 20 m3 = 2,000 円

　　　各戸引き込み 6件 13㎜ 6～20m3 100円 100 円 × 15 m3 × 6 件 = 9,000 円

　○従量料金（超過2）

　　　契約メーター 1件 40㎜ 21～100m3 125円 125 円 × 37 m3 = 4,625 円

　　　各戸引き込み 6件 13㎜ 21～100m3 125円 125 円 × 37 m3 × 6 件 = 27,750 円

　○端数分

契約メーター 1件 40㎜ 21～100m3 125円 125 円 × 1 m3 = 125 円

　○消費税（8％） 4,113 円

料金合計額 円

計算式

55,533

共同住宅料金制度の請求額：55,533円

計算式 料金

　上下水道部との契約メーター口径が40mm、共同住宅における各戸引き込み口径が13mm、１月当
たりの水道使用水量が400ｍ3、対象戸数7戸とした場合の計算例です。

※対象戸数については、入居している戸数または各契約メーターにおける上限戸数のどちらか低い戸数を対
象とします。なお、店舗については除きます。

計算例では、共同住宅料金制度の適用により１月当たり水道使用料金が ５，８３２円 安くなります。

現行の料金制度　61,365円　－　共同住宅料金制度　55,533円　＝　△　5,832円

61,365

通常料金の請求額：61,365円

50mm

上限戸数

2戸

7戸

14戸

※引き込み口径が20mm以下
　の場合の上限戸数

契約メーター口径

25mm

40mm


